
 

 

 

 

 

 

あんしん相続通信 

マネーコンシェルジュ税理士法人 

ビジネスサクセション株式会社 
【住所】 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2-1-29 三井住友銀行南森町ビル3Ｆ  

〒107-0052 東京都港区赤坂8-13-19インペリアル赤坂1番館512号 

【電話】 0120-516-264／06-6450-6990 
【FAX】 06-6450-6991 
【メール】 info@money-c.com 
【HP】 https://www.money-c.com/gyoumu/souzoku.htm 
【担当者】今村 京子／村田 直／今村 仁／木下 洋子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次 
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相続対策における生命保険活用には様々なメリットがありますが、今回は 5つをご紹介します。 

メリット項目 具体的な内容 

相続税における非課税枠 死亡保険金は「500 万円×法定相続人数」の非課税枠あり 

受取人を指定 被相続人が生前に受取人を指定、複数人も変更も可能 

遺産分割協議の対象外 他の相続人の同意不要で、単独で手続きが可能 

相続放棄でも受け取り可能 相続放棄していても、受け取れる 

代償分割時の資金確保 代償分割資金として被相続人が準備できる 

さらに、詳しく確認していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続対策における生命保険の活用 5つのメリット 

 

死亡保険金については、相続税において非課税枠があり、「500万円×定相続人数」までの金額

は相続税が非課税となります。 

 

例えば、法定相続人数が 3人の場合なら「500万円×3人＝1,500万円」の非課税枠となります。

死亡保険金が 1,500万円であれば、「死亡保険金 1,500万円‐非課税枠 1,500万円＝0円」とな

り、相続税評価額は 0円となります。 

一方、現預金には非課税枠はありません。現預金 1,500万円の場合の相続税評価は 1,500万円

となります。 

 

それがゆえに、現預金を生命保険に変えておくことは、相続対策の王道と言われています（今

後の税制改正において非課税枠が縮小される可能性はあります）。 

 

なお、保険契約は「契約者・被保険者・受取人」を指定しますが、相続税が課税されるのは被

保険者と保険料負担者が同一の場合ですので、ご注意ください。 

 
受取人を指定 

 

相続税における非課税枠 

 

被相続人が生前に保険契約の受取人を指定できますので、被相続人の意向が反映されます。 

また、受取人については、複数人も可能です。契約後であっても変更することも可能ですし、

回数制限もありません。いつでも何度でも受取人変更は可能であり、受取人の変更時に贈与税

などが課税される心配もありません。 

 

一方、現預金を生前に名義変更した場合には、贈与税の課税対象となる恐れがあります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺産分割協議の対象外 

 遺言がないケースでは、通常は相続財産は相続人の間で遺産分割協議をしなければ取得するこ

とはできません。 

しかし、生命保険金については、事前に受取人が指定されていますので、保険金の受け取りに

ついては他の相続人が介入することはなく、受取人が単独で生命保険会社で手続きをし、受け

取ることができます。 

 

相続人全員での遺産分割協議が整わない場合には、被相続人名義の預金を引き出すことは原則

出来ませんが、生命保険の場合は受取人単独で手続き可能ですので、早期に現金化できるとい

うメリットもあります。 

 
相続放棄でも受け取り可能 

 「被相続人の財産＜負債」の場合に通常は負債を引継がなくてもいいように「相続放棄」しま

す。 

 

死亡保険金は民法上の相続財産ではありません。あくまでも相続税法上のみなし財産とされて

いるだけですので、相続を放棄をしたとしても、死亡保険金は放棄の対象とはならず、受け取

ることが可能です。 

一方の現預金の場合では、相続放棄をすると受け取ることが出来なくなります。 

 

 

 

 

代償分割時の資金確保 

 代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの 1人又は数人に相続財産を現物

で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担する方法です。 

 

例えば、相続財産が自宅である不動産のみ、相続人が子供 3人（A,B,C）とします。自宅は被相

続人と同居していた Aが引き続き居住するため、自宅を売却して 3等分するわけにはいきませ

ん。 

こういう場合に、Aが自宅不動産を全部相続し、その代償として Bと Cに対して現金を支払う

手法が代償分割です。 

 

代償分割をするには資金が必要となりますので、生命保険を活用できます。 

具体的には、契約者・被保険者＝被相続人、受取人＝Aとする終身保険に加入します。 

受取人を Bや Cにしてしまうと、その保険金はそれぞれの固有財産とされるため、遺産分割で

受け取ったことにならないからです。 

 

【「相続放棄した相続人＝受取人」のケース】 

契約者・被保険者が夫、死亡保険金の受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻固有

の財産となり、妻が相続放棄していても死亡保険金を受け取れます。 

しかし、この死亡保険金は相続税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象に含める必要

があります。なお、死亡保険金の非課税枠の適用を受けることはできません。 

 



 

 

 


